2024年10月●日
従業員の皆さまへ
　
Webシステムを活用した『年末調整』実施のご案内

今年度の年末調整において、事務作業のペーパーレス化や皆さまの負担軽減の実現のため、パソコンやスマートフォンから年末調整申告書が提出できるWebシステムを利用いたしますのでお知らせします。詳細は、以下をご確認ください。

記
■利用するWebシステム
　「マネーフォワードクラウド年末調整」　

■年末調整のスケジュール
1. 10月下旬～11月上旬：年末調整開始のお知らせメールが配信されます。
ログインをし、年末調整の申告を開始してください。
　　　・配信元メールアドレス：tax-adjustment.feedback@moneyforward.com
　　　・メールタイトル：【マネーフォワード クラウド年末調整】＜社名＞より提出依頼が届きました。

2. システム内での申告を、下記期日までに送信してください。
	＜Webシステム申告期限：2024年11月●日（　）23時59分＞
　　　※手続きは期限厳守でお願いします。

3. 原本書類は「貼付用紙」へ貼り付けし、下記期日までに会社へ提出してください。
※原本での提出が必要な書類は法令で定められています。書類の提出がない場合は控除が受けられません
＜添付書類の提出期限：2024年11月●日（　）17時00分＞
　　　　
■原本の提出が必要な書類について
　※以下の書類は原本の提出が必要です。
	対象者
	提出が必要な書類

	保険料・小規模企業共済掛金等の控除を受ける方
	□控除証明書の原本（コピー不可）
　※但し国民健康保険料は控除証明書が発行されないので提出は不要です。

	当年中に入社した方で、当年中に「前職」の収入がある方
	□前職の源泉徴収票
※源泉徴収票の原本を提出できない場合は「用意できない」を選択し、
後日かならず提出してください。

	住宅ローン控除を受ける方
	□住宅ローンの残高証明書
□住宅借入金等特別控除申告書
＜住宅ローンを借り換えている場合＞
□借り換えた時点の、前ローンの残高金額が記載されている書類
＜単身赴任等で本人は非居住でも家族が居住している場合＞
□家族が居住していることを証明するための、住民票のコピー


　※障害者手帳のコピー、学生証のコピーは、Webシステムより画像で提出すれば、書類の提出は必要ありません。
※生命保険会社やマイナポータルから取得した控除証明書の電子ファイルはご利用できません。


■扶養親族とは？
今年1月～12月の年間合計所得が「48万円以下」の生計を一にする親族が対象になります。
48万円を超える金額を入力すると、今年の扶養控除を受けられません。
給与の場合、「収入そのもの」ではなく「給与所得控除後の所得額」を入力してください。
	給与収入
	給与所得控除後の所得額

	551,000円未満
	0円

	551,000円～1,619,000円
	給与収入から550,000円を引いた額



※配偶者の所得は48万円を超えていても配偶者特別控除が適用される場合があります。


■副業（他の勤務先）がある場合は？
A. 当社が本業であれば、年末調整の対象となります。
→年末調整終了後、確定申告を行ってください。

B．当社が副業である場合は年末調整の対象になりません。
→入力依頼のメールが届いてしまった場合は、副業である旨をご連絡ください。


■問い合わせ先
　○○部　担当：○○（内線番号：　　　）
